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インフルエンザによる出席停止期間について 
 

 「インフルエンザによる欠席届け」は登校時、保護者の方が記入して担任に提出してください。登校

する際は、出席停止期間を確認してください。 
 どうぞお大事になさってください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 発症日(発熱した日)の翌日を１日目と数えます。 
※２ 発症から５日を経過しても、解熱してから２日を経過しなければ登校はできません。 

 

★一番短くても「５日間」は、学校を休まないといけません。 

 

 抗インフルエンザ薬の効果で熱が下がっても、インフルエンザウイルスの感染力はしばらくの間残ってい

ます。また、インフルエンザでは一旦熱が下がっても、再び発熱する場合があります（二峰性発熱）。 

 出席停止期間に従い、感染力が弱くなるまで登校を控えることで、インフルエンザの蔓延を防ぐことをこ

ころがけてください。 

出席停止期間： 

「 発症後５日を経過し、かつ解熱後２日を経過するまで 」 


